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6 2019

　その年度における税収に占める徴税費の割合を示すもので、日
本では100円の税金を徴収するためにかかる費用をいう。徴税費
に含まれるものは、職員の給与等の人件費や調査等の旅費、通信
専用料等の物件費など。国税庁が公表した平成29年度の徴税コス
トは1.24円となっており、ここ数年来減少傾向にあります。

徴税コスト

6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
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国　税／ 5月分源泉所得税の納付 
 6月10日

国　税／ 所得税の予定納税額の通知 
 6月17日

国　税／ 4月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 7月1日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 
 7月1日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 7月1日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 7月1日

ラベンダー
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働
き
方
改
革
関
連
法
に
よ
り
、
今

年
四
月
一
日
か
ら
「
長
時
間
労
働
者

に
対
す
る
面
接
指
導
等
」
と
「
産
業

医
・
産
業
保
健
機
能
」
が
強
化
さ
れ

ま
し
た
（
労
働
安
全
衛
生
法
）。

　
今
回
は
そ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
と
注

意
点
を
お
伝
え
し
ま
す
。

一
　
長
時
間
労
働
者
に
対
す
る�

面
接
指
導
等

　
長
時
間
労
働
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
な
ど
に
よ
り
、
健
康
リ
ス
ク
が

高
い
状
況
に
あ
る
労
働
者
を
見
逃
さ

な
い
た
め
、
医
師
に
よ
る
面
接
指
導

が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
し
、

労
働
者
の
健
康
管
理
を
強
化
す
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

㈠
　
労
働
時
間
の
状
況
の
把
握

①
　
把
握
方
法

　
事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
に

基
づ
く
面
接
指
導
（
後
述
の
㈢
）
を

実
施
す
る
た
め
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド
に

よ
る
記
録
、
パ
ソ
コ
ン
等
の
使
用
時

間
（
ロ
グ
イ
ン
か
ら
ロ
グ
ア
ウ
ト
ま

で
の
時
間
）
の
記
録
等
の
客
観
的
な

方
法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
※
に
よ

り
、
労
働
者
の
労
働
日
ご
と
の
出
退

勤
時
刻
や
入
退
室
時
刻
の
記
録
等
を

把
握
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
把
握
し
た
労
働
時
間
の
状
況
に

つ
い
て
は
記
録
を
作
成
し
、
三
年
間

保
存
し
ま
す
。

　
な
お
、派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

派
遣
先
事
業
者
が
労
働
時
間
の
状
況

を
把
握
し
、
派
遣
元
事
業
者
が
面
接

指
導
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

※
　
労
働
者
が
事
業
場
外
に
お
い
て

行
う
業
務
に
直
行
又
は
直
帰
し
、

労
働
時
間
の
状
況
を
客
観
的
に
把

握
す
る
手
段
が
な
い
等
、
や
む
を

得
ず
客
観
的
な
方
法
に
よ
り
把
握

し
難
い
と
き
は
、
労
働
者
の
自
己

申
告
に
よ
る
把
握
が
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
自
己
申
告
の
場
合
に
は
、

次
の
ア
～
オ
の
全
て
を
講
じ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
こ
こ
で
は

概
要
を
掲
載
し
て
い
ま
す
）。

ア
　
自
己
申
告
制
の
対
象
労
働
者

に
対
し
、
労
働
時
間
の
実
態
を

正
し
く
記
録
し
、
適
正
に
自
己

申
告
を
行
う
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
十
分
な
説
明
を
行
う
。

イ
　
労
働
時
間
の
状
況
を
管
理
す

る
者
に
対
し
て
、
自
己
申
告
制

の
適
正
な
運
用
を
含
め
、
講
ず

べ
き
措
置
に
つ
い
て
十
分
な
説

明
を
行
う
。

ウ
　
自
己
申
告
に
よ
り
把
握
し
た

労
働
時
間
と
実
際
の
労
働
時
間

が
合
致
し
て
い
る
か
否
か
に
つ

い
て
実
態
調
査
を
実
施
し
、
所

要
の
労
働
時
間
の
補
正
を
す
る
。

エ
　
自
己
申
告
し
た
時
間
を
超
え

て
事
業
場
内
に
い
る
時
間
又
は

事
業
場
外
で
労
務
を
提
供
し
得

る
状
態
で
あ
っ
た
時
間
に
つ
い

て
、
そ
の
理
由
等
を
労
働
者
に

報
告
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該

報
告
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
確
認
す
る
。

オ
　
自
己
申
告
で
き
る
時
間
に
上

限
を
設
け
、
上
限
を
超
え
る
申

告
を
認
め
な
い
な
ど
、
労
働
時

間
の
適
正
な
申
告
を
阻
害
す
る

措
置
を
講
じ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
時
間
外
労
働
時
間
の
削

減
の
た
め
の
社
内
通
達
や
時
間

外
労
働
手
当
の
定
額
払
等
労
働

時
間
に
係
る
事
業
場
の
措
置
が
、

労
働
時
間
の
適
正
な
申
告
を
阻

害
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
な
い

か
を
確
認
し
、
そ
の
阻
害
要
因

と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
改
善

の
措
置
を
講
ず
る
。
さ
ら
に
、

時
間
外
・
休
日
労
働
に
関
す
る

労
使
協
定
（
い
わ
ゆ
る
三
六
協

定
）
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
時
間
数
を
超
え
て
労
働

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

記
録
上
こ
れ
を
守
っ
て
い
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
、
労
働
時
間

を
管
理
す
る
者
や
労
働
者
等
に

お
い
て
、
慣
習
的
に
行
わ
れ
て

い
な
い
か
確
認
す
る
。

②
　
対
象
労
働
者

　
労
働
時
間
の
状
況
を
把
握
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
労
働
者
は
、
高
度
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
者
※

以
外
の
全
て
の
労
働
者
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
裁
量
労
働
制

の
適
用
者
や
管
理
監
督
者
も
含
ま
れ

る
点
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

　
裁
量
労
働
制
の
適
用
者
は
、
み
な

し
時
間
に
基
づ
き
割
増
賃
金
を
算
定

し
、
管
理
監
督
者
は
、
時
間
外
・
休

日
労
働
の
割
増
賃
金
の
支
払
義
務
が

生
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
は

労
働
時
間
を
客
観
的
に
把
握
す
る
こ

と
を
定
め
た
通
達
の
対
象
外
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
今
後
は
、
健
康
管
理

の
観
点
か
ら
、
労
働
時
間
の
状
況
を

労
働
安
全
衛
生
法

▼
▼
▼
▼
の
改
正
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客
観
的
に
把
握
す
る
こ
と
や
、
長
時

間
働
い
た
労
働
者
に
対
す
る
医
師
の

面
接
指
導
の
実
施
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　
な
お
、
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
割

増
賃
金
の
扱
い
は
従
来
通
り
の
た
め
、

例
え
ば
、
管
理
監
督
者
は
把
握
し
た

時
間
が
八
時
間
を
超
え
た
こ
と
を
も

っ
て
割
増
賃
金
の
支
払
い
義
務
が
生

じ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
　
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
の
適
用
者
は
除
外
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
別
途
設
け
ら
れ
た
ル
ー
ル

（
時
間
外
労
働
に
相
当
す
る
時
間

が
一
か
月
一
〇
〇
時
間
超
過
）
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
面
接
指
導

を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
当
該
者
に
は
新
た
な
規
制

の
枠
組
み
に
よ
る
健
康
確
保
措
置

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

㈡
　
労
働
時
間
に
関
す
る
情
報
の
通

知
　
事
業
者
は
、
時
間
外
・
休
日
労
働

時
間
の
算
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
当

該
超
え
た
時
間
が
一
月
当
た
り
八
〇

時
間
を
超
え
た
労
働
者
※
に
対
し
て
、

速
や
か
に
当
該
超
え
た
時
間
に
関
す

る
情
報
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

※
　
当
該
通
知
は
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ

ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
適
用
者
以
外

の
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま

す
。

　
通
知
は
、
疲
労
の
蓄
積
が
認
め
ら

れ
る
労
働
者
の
面
接
指
導
の
申
出
を

促
す
た
め
の
も
の
で
、
労
働
時
間
に

関
す
る
情
報
の
ほ
か
、
面
接
指
導
の

実
施
方
法
・
時
期
等
の
案
内
を
併
せ

て
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

　
通
知
方
法
は
、
一
月
当
た
り
八
〇

時
間
を
超
え
た
労
働
者
に
対
し
、
そ

の
超
え
た
時
間
を
書
面
や
電
子
メ
ー

ル
等
に
よ
り
通
知
す
る
方
法
が
適
当

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
給
与
明
細
に

時
間
外
・
休
日
労
働
時
間
数
が
記
載

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
も

っ
て
労
働
時
間
に
関
す
る
情
報
の
通

知
と
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

㈢
　
面
接
指
導

①
　
面
接
指
導
の
要
件
変
更

　
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
※
の
対
象

と
な
る
労
働
者
の
要
件
を
、
法
定
外

の
労
働
時
間
・
休
日
労
働
時
間
が
一

月
当
た
り
八
〇
時
間
（
従
来
は
一
〇

〇
時
間
）
を
超
え
、
か
つ
疲
労
の
蓄

積
が
認
め
ら
れ
る
者
と
し
、
対
象
者

の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

※
　
面
接
指
導
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
こ
の
要
件
に
該
当
す
る
労
働

者
の
申
出
に
よ
り
行
い
ま
す
。

②
　
研
究
開
発
業
務
従
事
者
に
対
す

る
面
接
指
導

　
事
業
者
は
、
時
間
外
・
休
日
労
働

時
間
が
一
月
当
た
り
一
〇
〇
時
間
を

超
え
る
研
究
開
発
業
務
従
事
者
に
対

し
て
、
申
出
な
し
に
医
師
に
よ
る
面

接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
（
詳
細
は
割
愛
し
ま
す
が
、
企
業

規
模
・
業
種
に
応
じ
、
一
定
期
間
の

猶
予
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
）。

　
な
お
、
時
間
外
・
休
日
労
働
時
間

が
一
月
当
た
り
一
〇
〇
時
間
を
超
え

な
い
場
合
で
も
、
そ
の
超
え
た
時
間

が
八
〇
時
間
を
超
え
、
か
つ
疲
労
の

蓄
積
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
面
接

指
導
の
対
象
と
な
る
た
め
、
労
働
者

か
ら
申
出
が
あ
れ
ば
、
事
業
者
は
、

面
接
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

二
　
産
業
医
・
産
業
保
健
機
能�

の
強
化

　
長
時
間
労
働
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

不
調
な
ど
に
よ
っ
て
、
健
康
リ
ス
ク

が
高
い
状
況
に
あ
る
労
働
者
を
見
逃

さ
な
い
た
め
、
産
業
医
に
よ
る
面
接

指
導
や
健
康
相
談
等
を
確
実
に
実
施

す
る
た
め
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
事
業
者
が
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
も
の
の
一
部
を
抜
粋
し
ま
す
。

①
　
産
業
医
の
辞
任
・
解
任
時
の
衛

生
委
員
会
等
へ
の
報
告

②
　
産
業
医
等
に
対
し
健
康
管
理
等

に
必
要
な
情
報
提
供

　
健
康
診
断
、
長
時
間
労
働
者
等

に
対
す
る
面
接
指
導
、
時
間
外
・

休
日
労
働
が
一
月
当
た
り
八
〇
時

間
を
超
え
た
労
働
者
の
情
報
、
健

康
管
理
を
適
切
に
行
う
た
め
の
情

報
等
を
提
供
し
ま
す
。

③
　
産
業
医
の
勧
告
を
受
け
た
と
き

の
衛
生
委
員
会
等
へ
の
報
告

④
　
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す

る
情
報
の
取
扱
い

　
労
働
者
の
心
身
の
状
態
に
関
す

る
情
報
を
収
集
し
、
保
管
し
又
は

使
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
健
康

の
確
保
に
必
要
な
範
囲
内
で
労
働

者
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報

を
収
集
・
保
管
・
使
用
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
本
人

の
同
意
が
あ
る
場
合
そ
の
他
正
当

な
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ら
の
他
に
も
講
ず
べ
き
と
さ

れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、

産
業
医
を
選
任
す
べ
き
事
業
場
（
常

時
五
十
人
以
上
の
労
働
者
を
使
用
）

に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
に
公
開
さ
れ
て
い
る
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
等
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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　社会保険制度では、固定的賃金の変動が
あった場合、変動月以降３か月間の報酬の
平均月額に応じて、変動月から４か月目以
降の標準報酬月額が改定されます（改定は
一定条件を満たすときに行われ、該当する
場合は年金事務所に「月額変更届」を提出
します）。
　そのため、雇用契約の変更等に伴い給与
の大幅な減額があった場合でも、変動月以
降３か月間は、従前の高い報酬により算定
された標準報酬月額に基づいて保険料が計
算されることとなります。
　ただし、「60歳以上」の被保険者が一旦
退職し、１日も空けることなく同じ会社に
再雇用された場合には、「被保険者資格喪
失届」と「被保険者資格取得届」を同時に年
金事務所に提出することにより、再雇用さ
れた月から再雇用後の報酬に応じた標準報

酬月額に決定されます。その結果、変動後
３か月を待たず、再雇用された月の分から
新しい報酬に基づく保険料額とされます。
　添付書類として、「就業規則や退職辞令
の写し等の退職したことがわかる書類及び
継続して再雇用されたことがわかる雇用契
約書」または「事業主の証明※」が必要にな
ります。
※　事業主の証明は、指定の様式はありま
せんが、退職された日、再雇用された日
が記載されているもので、事業主印が押
印されているものが必要となります。
　事業所の定年制の定めの有無による相違
はありません。
　60歳以後に退職した後、継続して再雇
用された場合であれば対象となります。
　厚生年金基金や健康保険組合に加入して
いる事業所では、当該基金、健康保険組合
にも同様の届出が必要です。
　詳細は、基金、健康保険組合にお問い合
わせください。

60歳以上の被保険者の� �
再雇用手続（社会保険）

　今年４月から、被保険者が70歳に到達
したときの資格喪失等の手続きが省略され
ることとなりました。
　次の要件①と②の両方に該当する被保険
者が届出省略の対象です。
①　70歳到達日の前日以前から適用事業
所に使用されており、70歳到達日以降
も引き続き同一の適用事業所に使用され
る被保険者
②　70歳到達日時点の標準報酬月額相当
額が、70歳到達日の前日における標準
報酬月額と同額である被保険者
　なお、70歳到達日時点の標準報酬月額相
当額が、70歳到達日の前日における標準報
酬月額と異なる被保険者については、従来
と同様に、「70歳到達届」（70歳到達の前月
までに日本年金機構から事業主宛に送付）
を年金事務所等に提出する必要があります。
　詳細は、年金事務所または日本年金機構
のホームページにてご確認ください。

70歳到達時の手続変更
（厚生年金）
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